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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吐水部を有し前記吐水部から水を噴射して使用者の身体を洗浄する洗浄ノズルと、
　給水源から供給される水を前記洗浄ノズルへ導く流路と、
　前記流路に設けられ前記給水源から供給される水を加熱する瞬間式熱交換器と、
　前記給水源から供給される水の前記流路への給水と止水とを切り替える給水切替手段と
、
　前記瞬間式熱交換器により加熱された水の温度を検知する水温検知手段と、
　前記流路に設けられ前記流路の内部を流れる水の流量を第１の流量と前記第１の流量よ
りも少ない第２の流量とのいずれかの流量に調整可能な流量調整手段と、
　前記洗浄ノズルの前記身体を洗浄する動作を指示する指示手段と、
　前記指示手段が前記動作を指示すると、前記給水切替手段および前記流量調整手段を制
御して前記第１の流量および前記第２の流量のいずれかの流量で前記流路への給水を開始
し、前記瞬間式熱交換器を制御して前記水温検知手段にて検知される前記流路の内部の水
の温度を第１の規定温度まで昇温させる第１の温水準備工程を実行する制御部と、
　第１の設定電力と、前記第１の設定電力よりも低い第２の設定電力と、のいずれかに許
容電力を設定する許容電力設定手段と、
　を備え、
　前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第１の設定電力に設定している場合には、
前記制御部は、前記第１の流量で前記第１の温水準備工程を実行し、
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　前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第２の設定電力に設定している場合には、
前記制御部は、前記第２の流量で前記第１の温水準備工程を実行することを特徴とする衛
生洗浄装置。
【請求項２】
　前記使用者を検知する検知手段をさらに備え、
　前記制御部は、前記検知手段が前記使用者を検知すると、前記給水切替手段および前記
流量調整手段を制御して前記流路への給水を開始し、前記瞬間式熱交換器を制御して前記
水温検知手段にて検知される前記流路の内部の水の温度を第２の規定温度まで昇温させる
第２の温水準備工程であって、
　前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第１の設定電力に設定している場合には、
前記流路の内部を流れる水の流量を前記第１の流量に調整した前記第２の温水準備工程を
さらに実行し、
　前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第２の設定電力に設定している場合には、
前記流路の内部を流れる水の流量を前記第２の流量に調整した前記第２の温水準備工程を
さらに実行することを特徴とする請求項１記載の衛生洗浄装置。
【請求項３】
　前記瞬間式熱交換器に供給される水の温度を検知する入水温検知センサをさらに備え、
　前記制御部は、前記入水温検知センサが検知した温度が第３の規定温度以上である場合
には、前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第２の設定電力に設定しているときで
も前記第１の流量で前記第１の温水準備工程および前記第２の温水準備工程の少なくとも
いずれかの工程を実行する請求項２記載の衛生洗浄装置。
【請求項４】
　洗浄ノズルを洗浄するノズル洗浄室をさらに備え、
　前記流路は、
　　前記流量調整手段よりも上流側に設けられた主流路と、
　　前記流量調整手段よりも下流側に設けられ前記ノズル洗浄室へ水を供給する第１のバ
イパス流路と、
　　前記流量調整手段よりも下流側に設けられ前記ノズル洗浄室へ水を供給し前記第１の
バイパス流路の内径よりも小さい内径を有する第２のバイパス流路と、
　を有し、
　前記流量調整手段は、流路の接続を切り替え可能とされ、
　前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第１の設定電力に設定している場合には、
前記制御部は、前記流量調整手段を制御して前記主流路と前記第１のバイパス流路とを連
通させ、
　前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第２の設定電力に設定している場合には、
前記制御部は、前記流量調整手段を制御して前記主流路と前記第２のバイパス流路とを連
通させることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の衛生洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の態様は、一般的に、衛生洗浄装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非住宅用（パブリック用）の衛生洗浄装置が設置された現場では、一般的に、１系統の
電気配線または１つのブレーカに複数の衛生洗浄装置が接続されている。そのため、複数
の衛生洗浄装置の同時使用に対応できるように、一般的に、パブリック用の衛生洗浄装置
は、瞬間式の熱交換器ではなく貯湯式の熱交換器を備えている。これは、貯湯式の熱交換
器の単位時間あたりの消費電力量（消費電力）が、瞬間式の熱交換器の単位時間あたりの
消費電力量（消費電力）よりも低いためである。
【０００３】
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　しかし、貯湯式の熱交換器は、不使用時にも温水をタンクに貯めておく構造を有する。
そのため、貯湯式の熱交換器の放熱量は、瞬間式の熱交換器の放熱量よりも大きい。これ
により、貯湯式の熱交換器を備えたパブリック用の衛生洗浄装置については、ランニング
コストが比較的高いという課題がある。
【０００４】
　一方で、住宅用の衛生洗浄装置については、一般的に、複数の衛生洗浄装置が同時に使
用されることは少ない。そのため、一般的に、住宅用の衛生洗浄装置は、ランニングコス
トが比較的低い瞬間式の熱交換器を備えている。このように、一般的に、パブリック用の
衛生洗浄装置が備える熱交換器は、住宅用の衛生洗浄装置が備える熱交換器とは異なる。
そのため、例えばヒータなどの部品を共通化することができない。すると、製造コストが
高くなったり、部品管理費が高くなるという課題がある。
【０００５】
　これに対して、パブリック用の衛生洗浄装置に瞬間式の熱交換器を搭載させるとともに
、複数の衛生洗浄装置の同時使用に対応できるように、住宅用の衛生洗浄装置と比較して
、定格電力（衛生洗浄装置１台あたりの最大消費電力）を下げることが一策として挙げら
れる。しかし、この場合には、熱交換器が規定の量の水を規定の温度まで加熱するために
必要な熱量は不足する。そのため、例えば「おしり」などの身体を洗浄する前に温水準備
工程が実行されても、衛生洗浄装置の流路の内部には、十分には昇温されていない水が残
る。すると、その水が身体洗浄の開始時に使用者にかかり、使用者に不快感を与えるとい
う課題がある。なお、温水準備工程とは、流路内へ通水し熱交換器を起動させる工程をい
う。一方で、熱交換器が規定の量の水を規定の温度まで加熱する場合には、定格電力を下
げる前と比較して、加熱時間が長くなる。すると、使用者が温水準備工程の完了を待つ時
間が長くなるという課題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３６２７５２５号公報
【特許文献２】特開２００４－２３２４０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、水を十分に昇温させるこ
とができる、あるいは使用者に不快感を与えることを抑えることができる衛生洗浄装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明は、吐水部を有し前記吐水部から水を噴射して使用者の身体を洗浄する洗浄
ノズルと、給水源から供給される水を前記洗浄ノズルへ導く流路と、前記流路に設けられ
前記給水源から供給される水を加熱する瞬間式熱交換器と、前記給水源から供給される水
の前記流路への給水と止水とを切り替える給水切替手段と、前記瞬間式熱交換器により加
熱された水の温度を検知する水温検知手段と、前記流路に設けられ前記流路の内部を流れ
る水の流量を第１の流量と前記第１の流量よりも少ない第２の流量とのいずれかの流量に
調整可能な流量調整手段と、前記洗浄ノズルの前記身体を洗浄する動作を指示する指示手
段と、前記指示手段が前記動作を指示すると、前記給水切替手段および前記流量調整手段
を制御して前記第１の流量および前記第２の流量のいずれかの流量で前記流路への給水を
開始し、前記瞬間式熱交換器を制御して前記水温検知手段にて検知される前記流路の内部
の水の温度を第１の規定温度まで昇温させる第１の温水準備工程を実行する制御部と、第
１の設定電力と、前記第１の設定電力よりも低い第２の設定電力と、のいずれかに許容電
力を設定する許容電力設定手段と、を備え、前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記
第１の設定電力に設定している場合には、前記制御部は、前記第１の流量で前記第１の温
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水準備工程を実行し、前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第２の設定電力に設定
している場合には、前記制御部は、前記第２の流量で前記第１の温水準備工程を実行する
ことを特徴とする衛生洗浄装置である。
【０００９】
　この衛生洗浄装置によれば、第１の温水準備工程において、流路を流れる水の流量を流
量調整手段が第１の流量および第２の流量のいずれかの流量に調整可能であるため、流路
の内部の水を第１の規定温度に昇温させることができる。そのため、第１の規定温度に昇
温されていない水が使用者に噴射されることを抑え、使用者に不快感を与えることを抑え
ることができる。あるいは、流路の内部の水を第１の規定温度まで昇温させたときに、使
用者が長時間に亘って待たされることを抑え、使用者は、快適に衛生洗浄装置を使用する
ことができる。
【００１１】
　さらに、この衛生洗浄装置によれば、制御部は、許容電力設定手段が設定した衛生洗浄
装置の許容電力に応じて流量調整手段を制御し、第１の温水準備工程の流量を調整するた
め、許容電力が第２の設定電力に設定された場合でも流路の内部の水を第１の規定温度に
昇温させることができる。そのため、第１の規定温度に昇温されていない水が使用者に噴
射されることを抑え、使用者に不快感を与えることを抑えることができる。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明において、前記使用者を検知する検知手段をさらに備え、前
記制御部は、前記検知手段が前記使用者を検知すると、前記給水切替手段および前記流量
調整手段を制御して前記流路への給水を開始し、前記瞬間式熱交換器を制御して前記水温
検知手段にて検知される前記流路の内部の水の温度を第２の規定温度まで昇温させる第２
の温水準備工程であって、前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第１の設定電力に
設定している場合には、前記流路の内部を流れる水の流量を前記第１の流量に調整した前
記第２の温水準備工程をさらに実行し、前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第２
の設定電力に設定している場合には、前記流路の内部を流れる水の流量を前記第２の流量
に調整した前記第２の温水準備工程をさらに実行することを特徴とする衛生洗浄装置であ
る。
【００１３】
　この衛生洗浄装置によれば、制御部は、第１の温水準備工程に加え、第２の温水準備工
程を実行することで、使用者が洗浄を実施する前に一旦、流路内部の水の温度を第２の規
定温度まで昇温させることができる。また、許容電力が第２の設定電力に設定された場合
でも流路の内部の水を第２の規定温度まで昇温させることができる。そのため、規定の温
度に昇温されていない水が使用者に噴射されることを抑え、さらに、第１の温水準備工程
の際に、予め第２の温水準備工程によって、流路内部の水が昇温された状態になっている
ため、第１の規定温度まで昇温するのに要する時間を短くすることができ、使用者が長時
間に亘って待たされることを抑え、使用者に不快感を与えることを抑えることができる。
【００１４】
　第３の発明は、第２の発明において、前記瞬間式熱交換器に供給される水の温度を検知
する入水温検知センサをさらに備え、前記制御部は、前記入水温検知センサが検知した温
度が第３の規定温度以上である場合には、前記許容電力設定手段が前記許容電力を前記第
２の設定電力に設定しているときでも前記第１の流量で前記第１の温水準備工程および前
記第２の温水準備工程の少なくともいずれかの工程を実行する衛生洗浄装置である。
【００１５】
　この衛生洗浄装置によれば、瞬間式熱交換器に供給される水の温度が第３の規定温度以
上である場合には、衛生洗浄装置の許容電力が第２の設定電力であっても、制御部は、第
１の流量で第１の温水準備工程を実行する。そのため、流路の内部の水をより早く昇温さ
せることができる。これにより、使用者が長時間に亘って待たされることを抑え、使用者
は、快適に衛生洗浄装置を使用することができる。
【００１６】
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　第４の発明は、第１～３のいずれか１つの発明において、洗浄ノズルを洗浄するノズル
洗浄室をさらに備え、前記流路は、前記流量調整手段よりも上流側に設けられた主流路と
、前記流量調整手段よりも下流側に設けられ前記ノズル洗浄室へ水を供給する第１のバイ
パス流路と、前記流量調整手段よりも下流側に設けられ前記ノズル洗浄室へ水を供給し前
記第１のバイパス流路の内径よりも小さい内径を有する第２のバイパス流路と、を有し、
前記流量調整手段は、流路の接続を切り替え可能とされ、前記許容電力設定手段が前記許
容電力を前記第１の設定電力に設定している場合には、前記制御部は、前記流量調整手段
を制御して前記主流路と前記第１のバイパス流路とを連通させ、前記許容電力設定手段が
前記許容電力を前記第２の設定電力に設定している場合には、前記制御部は、前記流量調
整手段を制御して前記主流路と前記第２のバイパス流路とを連通させることを特徴とする
衛生洗浄装置である。
【００１７】
　この衛生洗浄装置によれば、内径が互いに異なる２つの流路を切り替えることで、流量
を調整することができる。そのため、例えば流量調整バルブなどにより流量を調整する場
合と比較すると、流量が比較的少ない場合でも流路の内部を流れる水の流速を略同じにす
ることができる。これにより、ノズル洗浄効果を略同じにすることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の態様によれば、水を十分に昇温させることができる、あるいは使用者に不快感
を与えることを抑えることができる衛生洗浄装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態にかかる衛生洗浄装置を備えたトイレ装置を表す模式的斜視
図である。
【図２】本実施形態にかかる衛生洗浄装置の要部構成を表すブロック図である。
【図３】本実施形態の温水準備を表すタイミングチャート図である。
【図４】本実施形態の第１の温水準備工程を説明するグラフ図である。
【図５】ヒータの定格電力と吐水量との関係の一例を例示するグラフ図である。
【図６】ヒータの昇温能力の一例を例示するグラフ図である。
【図７】本実施形態の温水準備の具体例を例示するフローチャート図である。
【図８】本実施形態の流量・流路切替弁の具体例を例示する模式的斜視図である。
【図９】本実施形態の流量・流路切替弁の具体例を例示する模式図である。
【図１０】比較例にかかる流量・流路切替弁を例示する模式図である。
【図１１】本実施形態の流量・流路切替弁の他の具体例を例示する模式的断面図である。
【図１２】本実施形態にかかる衛生洗浄装置の他の要部構成を表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、本発明の実施の形態にかかる衛生洗浄装置を備えたトイレ装置を表す模式的斜
視図である。　
　図２は、本実施形態にかかる衛生洗浄装置の要部構成を表すブロック図である。　
　なお、図２は、水路系と電気系の要部構成を併せて表している。
【００２１】
　図１に表したトイレ装置は、洋式腰掛便器（以下説明の便宜上、単に「便器」と称する
）８００と、その上に設けられた衛生洗浄装置１００と、を備える。衛生洗浄装置１００
は、ケーシング４００と、便座２００と、便蓋３００と、を有する。便座２００と便蓋３
００とは、ケーシング４００に対して開閉自在にそれぞれ軸支されている。なお、便蓋３
００は、必ずしも設けられていなくともよい。
【００２２】
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　ケーシング４００の内部には、便座２００に座った使用者の「おしり」などの洗浄を実
現する身体洗浄機能部などが内蔵されている。また、例えばケーシング４００には、使用
者が便座２００に座ったことを検知する着座検知センサ４０４が設けられている。着座検
知センサ４０４が便座２００に座った使用者を検知している場合において、使用者が例え
ばリモコンなどの操作部（指示手段）５００を操作すると、洗浄ノズル４７３を便器８０
０のボウル８０１内に進出させることができる。つまり、使用者が操作部５００を操作す
ると、操作部５００は、洗浄ノズル４７３による身体洗浄動作を制御部（制御手段）４０
５へ指示する。なお、図１に表した衛生洗浄装置１００では、洗浄ノズル４７３がボウル
８０１内に進出した状態を表している。
【００２３】
　洗浄ノズル４７３の先端部には、吐水部４７４が設けられている。そして、洗浄ノズル
４７３は、その先端部に設けられた吐水部４７４から水を噴射して、便座２００に座った
使用者の「おしり」などを洗浄することができる。なお、本願明細書において「水」とい
う場合には、冷水のみならず、加温されたお湯も含むものとする。　
　吐水部４７４は、第１の吐水口４７４ａと、第２の吐水口４７４ｂと、第３の吐水口４
７４ｃと、を有する。例えば、第１の吐水口４７４ａが噴射する洗浄形態（噴射形態）は
、第２の吐水口４７４ｂおよび第３の吐水口４７４ｃがそれぞれ噴射する洗浄形態（噴射
形態）と異なる。例えば、第２の吐水口４７４ｂが噴射する洗浄形態は、第３の吐水口４
７４ｃが噴射する洗浄形態と異なる。なお、吐水部４７４が有する吐水口の設置数は、３
つに限定されるわけではない。
【００２４】
　図２に表したように、本実施形態にかかる衛生洗浄装置１００は、水道や貯水タンクな
どの給水源１０から供給された水をノズルユニット４７０に導く流路２０を有する。流路
２０の上流側には、電磁弁（給水切替手段）４３１が設けられている。電磁弁４３１は、
開閉可能な電磁バルブであり、ケーシング４００の内部に設けられた制御部４０５からの
指令に基づいて水の供給を制御する。つまり、電磁弁４３１は、給水源１０から供給され
る水の洗浄ノズル４７３への給水と止水とを切り替える。
【００２５】
　電磁弁４３１の下流には、入水温検知センサ４３３が設けられている。入水温検知セン
サ４３３は、例えばサーミスタなどであり、熱交換器ユニット４４０に供給される水の温
度を検知する。入水温検知センサ４３３の下流には、熱交換器ユニット（瞬間式熱交換器
）４４０が設けられている。熱交換器ユニット４４０は、ヒータを有し、給水源１０から
供給された水を加熱して例えば規定の温度まで昇温させる。本実施形態の熱交換器ユニッ
ト４４０は、例えばセラミックヒータなどを用いた瞬間加熱式（瞬間式）の熱交換器であ
り、貯湯タンクを用いた貯湯加熱式熱交換器と比較すると、短い時間で水を規定の温度ま
で昇温させることができる。
【００２６】
　熱交換器ユニット４４０の下流には、水温検知手段４３５が設けられている。水温検知
手段４３５は、例えばサーミスタなどであり、熱交換器ユニット４４０により加熱された
水の温度を検知する。水温検知手段４３５の下流には、殺菌水を生成可能な電解槽ユニッ
ト４５０が設けられている。洗浄ノズル４７３や、電解槽ユニット４５０よりも下流側の
流路２０は、電解槽ユニット４５０において生成された殺菌水により殺菌される。但し、
電解槽ユニット４５０は、必ずしも設けられていなくともよい。
【００２７】
　熱交換器ユニット４４０あるいは電解槽ユニット４５０の下流には、流量・流路切替弁
４６０が設けられている。流量・流路切替弁４６０は、流路２０の内部を流れる水の流量
を調整する。あるいは、流量・流路切替弁４６０は、洗浄ノズル４７３やノズル洗浄室４
７８への給水の開閉や、給水先の切替（流路の切替）を行う。つまり、流量・流路切替弁
４６０は、流量調整手段と流路切替手段とを兼ねる。本実施形態では、流路切替弁４６０
は、給水先（流路の接続先）を洗浄ノズル４７３およびノズル洗浄室４７８のいずれかに
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切り替えることができる。
【００２８】
　流量・流路切替弁４６０の下流には、ノズルユニット４７０が設けられている。ノズル
ユニット４７０は、洗浄ノズル４７３と、ノズル洗浄室４７８と、ノズルモータ４７６と
、を有する。洗浄ノズル４７３は、ノズルモータ４７６からの駆動力を受け、便器８００
のボウル８０１内に進出したり、ケーシング４００の内部に後退することができる。つま
り、ノズルモータ４７６は、制御部４０５からの指令に基づいて洗浄ノズル４７３を進退
させることができる。
【００２９】
　洗浄ノズル４７３には、第１のノズル流路２１と、第２のノズル流路２２と、第３のノ
ズル流路２３と、が接続されている。第１のノズル流路２１は、水を第１の吐水口４７４
ａへ導く。第２のノズル流路２２は、水を第２の吐水口４７４ｂへ導く。第３のノズル流
路２３は、水を第３の吐水口４７４ｃへ導く。流量・流路切替弁４６０は、給水先（流路
の接続先）を第１のノズル流路２１、第２のノズル流路２２および第３のノズル流路２３
のいずれかに切り替えることができる。
【００３０】
　ノズル洗浄室４７８は、その内部に設けられた図示しない吐水部から殺菌水あるいは水
を噴射することにより、洗浄ノズル４７３の外周表面（胴体）を殺菌あるいは洗浄するこ
とができる。あるいは、ノズル洗浄室４７８は、収納された状態の洗浄ノズル４７３の吐
水部４７４の部分を殺菌あるいは洗浄することができる。
【００３１】
　流量・流路切替弁４６０とノズル洗浄室４７８との間には、バイパス流路２４が設けら
れている。バイパス流路２４の一端は、流量・流路切替弁４６０に接続されている。バイ
パス流路２４の他端は、ノズル洗浄室４７８に接続されている。バイパス流路２４は、流
量・流路切替弁４６０を介して供給された水をノズル洗浄室４７８へ導く。
【００３２】
　流路２０は、主流路２５と、第１のノズル流路２１と、第２のノズル流路２２と、第３
のノズル流路２３と、バイパス流路２４と、を有する。主流路２５は、流量・流路切替弁
４６０によりも上流側に設けられ、流量・流路切替弁４６０により、第１のノズル流路２
１と、第２のノズル流路２２と、第３のノズル流路２３と、バイパス流路２４と、に分岐
されている。流路切替弁４６０は、給水先（流路の接続先）をバイパス流路２４に切り替
えることができる。つまり、流量・流路切替弁４６０は、給水先を、第１のノズル流路２
１と、第２のノズル流路２２と、第３のノズル流路２３と、バイパス流路２４と、のいず
れかに切り替えることができる。
【００３３】
　制御部４０５は、電源回路４０１から電力を供給され、トイレ室（パブリック用の場合
にはトイレブースの個室）への使用者の入室を検知する入室検知センサ（検知手段）４０
２や、便座２００の前方にいる使用者を検知する人体検知センサ（検知手段）４０３や、
便座２００への使用者の着座を検知する着座検知センサ（検知手段）４０４や、操作部５
００などからの信号に基づいて、電磁弁４３１や、熱交換器ユニット４４０や、電解槽ユ
ニット４５０や、流量・流路切替弁４６０や、ノズルモータ４７６の動作を制御すること
ができる。
【００３４】
　着座検知センサ４０４は、使用者が便座２００に着座する直前において便座２００の上
方に存在する人体や、便座２００に着座した使用者を検知することができる。すなわち、
着座検知センサ４０４は、便座２００に着座した使用者だけではなく、便座２００の上方
に存在する使用者を検知することができる。このような着座検知センサ４０４としては、
例えば、赤外線投受光式の測距センサなどを用いることができる。
【００３５】
　人体検知センサ４０３は、便器８００の前方にいる使用者、すなわち便座２００から前
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方へ離間した位置に存在する使用者を検知することができる。つまり、人体検知センサ４
０３は、トイレ室に入室して便座２００に近づいてきた使用者を検知することができる。
このような人体検知センサ４０３としては、例えば、赤外線投受光式の測距センサなどを
用いることができる。
【００３６】
　入室検知センサ４０２は、トイレ室のドアを開けて入室した直後の使用者や、トイレ室
に入室しようとしてドアの前に存在する使用者を検知することができる。つまり、入室検
知センサ４０２は、トイレ室に入室した使用者だけではなく、トイレ室に入室する前の使
用者、すなわちトイレ室の外側のドアの前に存在する使用者を検知することができる。こ
のような入室検知センサ４０２としては、焦電センサや、ドップラーセンサなどのマイク
ロ波センサなどを用いることができる。マイクロ波のドップラー効果を利用したセンサや
、マイクロ波を送信し反射したマイクロ波の振幅（強度）に基づいて被検知体を検出する
センサなどを用いた場合、トイレ室のドア越しに使用者の存在を検知することが可能とな
る。つまり、トイレ室に入室する前の使用者を検知することができる。
【００３７】
　図１に表したトイレ装置では、ケーシング４００の上面に凹設部４０９が形成され、こ
の凹設部４０９に一部が埋め込まれるように入室検知センサ４０２が設けられている。入
室検知センサ４０２は、便蓋３００が閉じた状態では、その基部付近に設けられた透過窓
３１０を介して使用者の入室を検知する。そして、例えば、入室検知センサ４０２が使用
者を検知すると、制御部４０５は、入室検知センサ４０２の検知結果に基づいて便蓋３０
０を自動的に開くことができる。また、着座検知センサ４０４および人体検知センサ４０
３は、ケーシング４００の前方の中央部に設けられている。但し、着座検知センサ４０４
、人体検知センサ４０３、および入室検知センサ４０２の設置形態は、これだけに限定さ
れるわけではなく、適宜変更することができる。
【００３８】
　図２に表したように、本実施形態にかかる衛生洗浄装置１００は、許容電力設定手段４
０７を備える。許容電力設定手段４０７は、衛生洗浄装置１００の許容電力を第１の設定
電力および第２の設定電力のいずれかに設定することができる。第２の設定電力は、第１
の設定電力よりも低い。
【００３９】
　図３は、本実施形態の温水準備を表すタイミングチャート図である。　
　図４は、本実施形態の第１の温水準備工程を説明するグラフ図である。　
　図３（ａ）は、衛生洗浄装置の動作の一例を例示する模式図である。図３（ｂ）は、吐
水量と時間との関係を例示するグラフ図である。図３（ｃ）は、流路２０内の温水温度と
時間との関係を例示するグラフ図である。
【００４０】
　本実施形態にかかる衛生洗浄装置１００は、使用者の身体の洗浄（本洗浄）を開始する
前に、温水準備の動作を実行する。温水準備は、第１の温水準備工程と、第２の温水準備
工程と、を有する。
【００４１】
　図３（ａ）に表したように、操作部５００が身体洗浄動作を制御部４０５に指示すると
、制御部４０５は、第１の温水準備工程を実行する。　
　第１の温水準備工程は、「前洗浄」の工程と、「胴体洗浄」の工程と、を有する。
【００４２】
　「前洗浄」では、制御部４０５は、電磁弁４３１および流量・流路切替弁４６０を制御
し、吐水部４７４が有するすべての吐水口（第１の吐水口４７４ａ、第２の吐水口４７４
ｂおよび第３の吐水口４７４ｃ）から水を吐水させる。これにより、熱交換器ユニット４
４０と洗浄ノズル４７３との間の流路２０の内部の水は、熱交換器ユニット４４０により
加熱された温水に置換される。
【００４３】
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　前洗浄の動作中には、洗浄ノズル４７３は、ケーシング４００の内部に後退した待機状
態にある。そのため、吐水部４７４から吐水された水は、例えばノズル洗浄室４７８の内
面により反射して洗浄ノズル４７３の外周面や吐水部４７４にかかる。これにより、洗浄
ノズル４７３の外周面や吐水部４７４は、洗浄ノズル４７３自身が吐水した水であって、
ノズル洗浄室４７８の内面により反射した水によって洗浄される（セルフクリーニング）
。
【００４４】
　「胴体洗浄」では、制御部４０５は、電磁弁４３１および流量・流路切替弁４６０を制
御し、バイパス流路２４を通してノズル洗浄室４７８の内部に設けられた図示しない吐水
部から水を噴射させる。これにより、洗浄ノズル４７３の外周表面を洗浄することができ
る。また、制御部４０５は、ノズルモータ４７６を制御し、洗浄ノズル４７３を便器８０
０のボウル８０１内に進出させる。制御部４０５は、洗浄ノズル４７３の進出時にノズル
洗浄室４７８の図示しない吐水部から水を噴射させることで、洗浄ノズル４７３の外周表
面を洗浄することができる。
【００４５】
　このように、制御部４０５は、第１の温水準備工程を実行することで、熱交換器ユニッ
ト４４０と洗浄ノズル４７３との間の流路２０の内部の水の温度（換言すれば、水温検知
手段４３５にて検知される水の温度）を熱交換器ユニット４４０により規定の温度（第１
の規定温度）まで昇温させることができる。
【００４６】
　図３（ａ）に表したように、例えば、着座検知センサ４０４が便座２００に着座した使
用者を検知すると、制御部４０５は、第１の温水準備工程を実行する前に第２の温水準備
工程を実行する。　
　第２の温水準備工程は、「捨水」の工程を有する。　
　なお、第２の温水準備工程の開始のトリガは、着座検知センサ４０４が使用者を検知す
ることに限定されず、人体検知センサ４０３あるいは入室検知センサ４０２が使用者を検
知することであってもよい。
【００４７】
　「捨水」では、制御部４０５は、電磁弁４３１および流量・流路切替弁４６０を制御し
、吐水部４７４のすべての吐水口（第１の吐水口４７４ａ、第２の吐水口４７４ｂおよび
第３の吐水口４７４ｃ）から水を吐水させる。これにより、流路２０の内部の水は、便器
８００のボウル８０１に排出される。
【００４８】
　このように、制御部４０５は、第２の温水準備工程を実行することで、流路２０の内部
への給水を開始し、流路２０の内部に残っていた水を便器８００のボウル８０１に排出す
る。なお、本実施形態では、第２の温水準備工程は、必ずしも実行されなくともよい。
【００４９】
　ここで、非住宅用（パブリック用）の衛生洗浄装置が設置された現場では、一般的に、
１系統の電気配線または１つのブレーカに複数の衛生洗浄装置が接続されている。複数の
衛生洗浄装置１００の同時使用に対応できるように、住宅用の衛生洗浄装置と比較して、
定格電力（衛生洗浄装置１台あたりの最大消費電力）を下げると、熱交換器ユニット４４
０が規定の量の水を規定の温度まで加熱するために必要な熱量は不足する。そのため、本
洗浄を開始する前に温水準備が実行されても、流路２０の内部には、十分には昇温されて
いない水が残る。すると、その水が身体洗浄の開始時に使用者にかかり、使用者に不快感
を与えることがある。一方で、熱交換器ユニット４４０が規定の量の水を規定の温度まで
加熱する場合には、定格電力を下げる前と比較して、加熱時間が長くなる。すると、使用
者が温水準備の完了を待つ時間が長くなることがある。
【００５０】
　これについて、図面を参照しつつさらに説明する。　
　図５は、ヒータの定格電力と吐水量との関係の一例を例示するグラフ図である。　
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　図６は、ヒータの昇温能力の一例を例示するグラフ図である。　
　なお、図６は、吐水量を所定値に設定したときのヒータの昇温能力の一例を例示するグ
ラフ図である。
【００５１】
　図５に表したグラフ図の横軸は、ヒータの定格電力を表す。図５に表したグラフ図の縦
軸は、吐水量を表す。図６に表したグラフ図の横軸は、時間を表す。図６に表したグラフ
図の縦軸は、上昇温度（ΔＴ）を表す。
【００５２】
　図５は、熱交換器ユニット４４０のヒータの湯沸かし能力を表している。すなわち、ヒ
ータの定格電力が相対的に大きい場合には、ヒータが規定の温度に水を昇温可能な吐水量
（熱交換器ユニット４４０に供給される水の流量）の上限は、相対的に多い。一方で、ヒ
ータの定格電力が相対的に低い場合には、ヒータが規定の温度に水を昇温可能な吐水量の
上限は、相対的に少ない。つまり、熱交換器ユニット４４０が瞬間加熱式の熱交換器であ
る場合において、ヒータの定格電力が相対的に低いときには、吐水量を相対的に少なくし
なければ規定の温度に水を昇温させることができない。
【００５３】
　図５に表したグラフ図の上部の数値（１～４）は、衛生洗浄装置１００の連立台数の上
限を表している。前述したように、パブリック用の衛生洗浄装置においては、一般的に、
１系統の電気配線または１つのブレーカに複数の衛生洗浄装置が接続されている。図５に
表したように、複数の衛生洗浄装置１００の同時使用に対応するためには、１台あたりの
ヒータの定格電力を下げる必要がある。１系統の電気配線または１つのブレーカに接続さ
せる台数を相対的に多くすると、１台あたりのヒータの定格電力を相対的に下げる必要が
ある。
【００５４】
　一方で、吐水量を一定にしたままでヒータの定格電力を下げる場合について、図６を参
照しつつ説明する。図６に表した定格電力Ｗ１１、Ｗ１２、Ｗ１３については、Ｗ１３＜
Ｗ１２＜Ｗ１１の関係式が成り立つ。図６に表したように、吐水量を一定にした状態で定
格電力を下げると、水の上昇温度の上限（昇温能力）は、相対的に低くなる（Ｔ１３＜Ｔ
１２＜Ｔ１１）。そのため、吐水量を一定にした状態で定格電力を下げると、十分には昇
温されていない水が流路２０の内部に残ることがある。すると、その水が身体洗浄の開始
時に使用者にかかり、使用者に不快感を与えることがある。
【００５５】
　また、吐水量を一定にした状態で定格電力を下げると、水温が上限温度に達するまでに
かかる時間が長くなる（ｔ１１＜ｔ１２＜ｔ１３）。そのため、吐水量を一定にした状態
で定格電力を下げると、加熱時間が長くなることがある。すると、使用者が温水準備の完
了を待つ時間が長くなることがある。
【００５６】
　これに対して、本実施形態では、図３（ｂ）および図４に表したように、流量・流路切
替弁４６０は、流路２０を流れる水の流量を、第１の流量および第２の流量のいずれかの
流量に調整することができる。第２の流量は、第１の流量よりも少ない。制御部４０５は
、流量・流路切替弁４６０を制御し、第１の流量および第２の流量のいずれかの流量で第
１の温水準備工程を実行する。　
　流量・流路切替弁４６０の具体例については、後述する。
【００５７】
　図４に表した表の上段のように、許容電力設定手段４０７が衛生洗浄装置１００の許容
電力を第１の設定電力に設定している場合（例えば衛生洗浄装置１００の連立台数が１台
の場合）において、流量・流路切替弁４６０が流量を第１の流量に設定しているときの第
１の温水準備工程の時間が「ｔ１」であるとする。図４に表した表の中段のように、許容
電力設定手段４０７が衛生洗浄装置１００の許容電力を第２の設定電力に設定している場
合（例えば衛生洗浄装置１００の連立台数が複数台の場合）において、流量・流路切替弁
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４６０が流量を第１の流量に設定すると、第１の温水準備工程の時間ｔ２は、第１の温水
準備工程の時間ｔ１よりも長くなる。これは、図５および図６に関して前述した通りであ
る。なお、図２に関して前述したように、第２の設定電力は、第１の設定電力よりも低い
。
【００５８】
　これに対して、本実施形態では、図４に表した表の下段のように、許容電力設定手段４
０７が衛生洗浄装置１００の許容電力を第２の設定電力に設定している場合には、制御部
４０５は、流量・流路切替弁４６０を制御し、流路２０を流れる水の流量を第２の流量に
設定して第１の温水準備工程を実行する。これにより、第１の温水準備工程の時間ｔ２を
第１の温水準備工程の時間ｔ３よりも短くすることができる。一方で、許容電力設定手段
４０７が衛生洗浄装置１００の許容電力を第１の設定電力に設定している場合には、制御
部４０５は、流量・流路切替弁４６０を制御し、流路２０を流れる水の流量を第１の流量
に設定して第１の温水準備工程を実行する（図４の表の上段）。
【００５９】
　本実施形態によれば、第１の温水準備工程において、流路２０を流れる水の流量を流量
・流路切替弁４６０が第１の流量および第２の流量のいずれかの流量に調整可能であるた
め、図３（ｂ）および図３（ｃ）に表したように、流路２０の内部の水を規定の温度（第
１の規定温度）に昇温させることができる。そのため、規定の温度に昇温されていない水
が使用者に噴射されることを抑え、使用者に不快感を与えることを抑えることができる。
あるいは、流路２０の内部の水を規定の温度まで昇温させたときに、使用者が長時間に亘
って待たされることを抑え、使用者は、快適に衛生洗浄装置１００を使用することができ
る。
【００６０】
　また、制御部４０５は、許容電力設定手段４０７が設定した衛生洗浄装置１００の許容
電力に応じて流量・流路切替弁４６０を制御し、第１の温水準備工程の流量を調整するた
め、許容電力が第２の設定電力に設定された場合でも流路２０の内部の水を規定の温度に
昇温させることができる。そのため、規定の温度に昇温されていない水が使用者に噴射さ
れることを抑え、使用者に不快感を与えることを抑えることができる。
【００６１】
　前述したように、例えば、着座検知センサ４０４が便座２００に着座した使用者を検知
すると、制御部４０５は、第１の温水準備工程を実行する前に第２の温水準備工程を実行
する。制御部４０５は、第２の温水準備工程を実行することで、熱交換器ユニット４４０
と洗浄ノズル４７３との間の流路２０の内部の水の温度（換言すれば、水温検知手段４３
５にて検知される水の温度）を熱交換器ユニット４４０により規定の温度（第２の規定温
度）まで昇温させることができる。図３（ｂ）に表したように、第２の温水準備工程にお
いて、許容電力設定手段４０７が衛生洗浄装置１００の許容電力を第２の設定電力に設定
している場合には、流量・流路切替弁４６０は、流路２０を流れる水の流量を第２の流量
に設定する。一方で、第２の温水準備工程において、許容電力設定手段４０７が衛生洗浄
装置１００の許容電力を第１の設定電力に設定している場合には、流量・流路切替弁４６
０は、流路２０を流れる水の流量を第１の流量に設定する。
【００６２】
　これによれば、制御部４０５は、第１の温水準備工程に加え、第２の温水準備工程を実
行することで、使用者が洗浄を実施する前に一旦、流路２０の内部の水の温度を規定の温
度（第２の規定温度）まで昇温させることができる。また、許容電力が第２の設定電力に
設定された場合でも流路２０の内部の水を規定の温度（第２の規定温度）まで昇温させる
ことができる。そのため、規定の温度に昇温されていない水が使用者に噴射されることを
抑え、さらに、第１の温水準備工程の際に、予め第２の温水準備工程によって、流路２０
の内部の水が昇温された状態になっているため、第１の規定温度まで昇温するのに要する
時間を短くすることができ、使用者が長時間に亘って待たされることを抑え、使用者に不
快感を与えることを抑えることができる。
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【００６３】
　本実施形態の許容電力設定手段４０７は、例えば、物理的な切替スイッチや、ソフトウ
ェア選択手段などである。この場合には、例えば、第１のソフトウェアおよび第２のソフ
トウェアが制御部４０５の図示しないメモリに保存されている。第１のソフトウェアのシ
ーケンスは、第２のソフトウェアのシーケンスとは異なる。許容電力設定手段４０７は、
第１のソフトウェアおよび第２のソフトウェアのいずれかのソフトウェアを選択すること
で、衛生洗浄装置１００の許容電力を第１の設定電力および第２の設定電力のいずれかに
設定する。
【００６４】
　あるいは、本実施形態の許容電力設定手段４０７は、例えば、パラメータセット選択手
段であってもよい。この場合には、例えば、第１のソフトウェアが制御部４０５の図示し
ないメモリに保存され、第２のソフトウェアは保存されていない。また、第１のパラメー
タセットおよび第２のパラメータセットが制御部４０５の図示しないメモリに保存されて
いる。第１のパラメータセットは、第２のパラメータセットとは異なる。許容電力設定手
段４０７は、第１のパラメータセットおよび第２のパラメータセットのいずれかのパラメ
ータセットを選択することで、衛生洗浄装置１００の許容電力を第１の設定電力および第
２の設定電力のいずれかに設定する。つまり、第１の設定電力および第２の設定電力のい
ずれの場合においても基本的シーケンスが共通であり、そのシーケンスの中のパラメータ
セットを許容電力設定手段４０７が選択する。この場合には、第１のパラメータセットと
、第２のパラメータセットと、を互いに切り替えることができるように、リセット機能が
設けられている。
【００６５】
　図７は、本実施形態の温水準備の具体例を例示するフローチャート図である。　
　まず、入水温検知センサ４３３が、熱交換器ユニット４４０に供給される水の温度を検
知する（ステップＳ１０１）。制御部４０５は、入水温検知センサ４３３において検知さ
れた水温（検知温度）が規定の温度（第３の規定温度）以上であるか否かを判断する（ス
テップＳ１０３）。
【００６６】
　制御部４０５は、検知温度が規定の温度以上ではないと判断すると（ステップＳ１０３
：ＮＯ）、許容電力設定手段４０７により設定された衛生洗浄装置１００の許容電力が第
２の設定電力であるか否かを判断する（ステップＳ１０５）。第２の設定電力が設定され
ている場合には（ステップＳ１０５：ＹＥＳ）、制御部４０５は、流量・流路切替弁４６
０を制御し、第２の流量で温水準備（第１の温水準備工程および第２の温水準備工程）を
実行する（ステップＳ１０７）。一方、第２の設定電力が設定されていない場合には（ス
テップＳ１０５：ＮＯ）、制御部４０５は、流量・流路切替弁４６０を制御し、第１の流
量で温水準備を実行する（ステップＳ１０９）。
【００６７】
　制御部４０５は、検知温度が規定の温度以上であると判断すると（ステップＳ１０３：
ＹＥＳ）、許容電力設定手段４０７により設定された衛生洗浄装置１００の許容電力が第
２の設定電力であるか否かを判断する（ステップＳ１１１）。衛生洗浄装置１００の許容
電力が第２の設定電力ではない場合には（ステップＳ１１１：ＮＯ）、制御部４０５は、
流量・流路切替弁４６０を制御し、第１の流量で温水準備を実行する（ステップＳ１１３
）。一方、衛生洗浄装置１００の許容電力が第２の設定電力である場合には（ステップＳ
１１１：ＹＥＳ）、制御部４０５は、流量・流路切替弁４６０を制御し、衛生洗浄装置１
００の許容電力が第２の設定電力であっても第２の流量よりも多い流量（例えば第１の流
量）で温水準備を実行する（ステップＳ１１５）。
【００６８】
　本具体例によれば、熱交換器ユニット４４０に供給される水の温度が規定の温度（第３
の規定温度）以上である場合には、衛生洗浄装置１００の許容電力が第２の設定電力であ
っても、制御部４０５は、第２の流量よりも多い流量（例えば第１の流量）で温水準備を
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実行する。そのため、流路２０の内部の水をより早く昇温させることができる。これによ
り、使用者が長時間に亘って待たされることを抑え、使用者は、快適に衛生洗浄装置１０
０を使用することができる。
【００６９】
　図８は、本実施形態の流量・流路切替弁の具体例を例示する模式的斜視図である。　
　図９は、本実施形態の流量・流路切替弁の具体例を例示する模式図である。　
　図１０は、比較例にかかる流量・流路切替弁を例示する模式図である。
【００７０】
　図９（ａ）および図１０（ａ）は、ロータを表す模式的平面図である。図９（ｂ）およ
び図１０（ｂ）は、ステータを表す模式的平面図である。図９（ｃ）および図９（ｄ）は
、図９（ｂ）に表した切断面Ａ－Ａにおける模式的断面図である。図９（ｅ）および図９
（ｆ）は、図９（ｂ）に表した切断面Ｂ－Ｂにおける模式的断面図である。図１０（ｃ）
～図１０（ｆ）は、図１０（ｂ）に表した切断面Ｃ－Ｃにおける模式的断面図である。
【００７１】
　図８に表したように、本実施形態の流量・流路切替弁４６０は、ロータ４６１と、ステ
ータ４６５と、を有する。図２に関して前述したように、流量・流路切替弁４６０は、給
水先を、第１のノズル流路２１と、第２のノズル流路２２と、バイパス流路２４と、のい
ずれかに切り替えることができる。なお、本具体例においては、第３のノズル流路２３お
よび第３の吐水口４７４ｃは、設けられていない。
【００７２】
　図９（ａ）に表したように、本具体例のロータ４６１は、貫通孔４６２と、バイパスポ
ート４６３と、第１のセルフクリーニングポート４６４ａと、第２のセルフクリーニング
ポート４６４ｂと、を有する。図８に表した矢印Ａ１のように、ロータ４６１は、軸４６
１ｃ（図９（ａ）参照）を中心として回転することができる。図１０（ａ）に表したロー
タ４６１は、図９（ａ）に表したロータ４６１と同様である。
【００７３】
　図９（ｂ）に表したように、本具体例のステータ４６５は、第１の貫通孔４６６ａと、
第２の貫通孔４６６ｂと、第１のバイパス連通ポート４６７ａと、第２のバイパス連通ポ
ート４６７ｂと、第１のセルフクリーニング連通ポート４６８ａと、第２のセルフクリー
ニング連通ポート４６８ｂと、を有する。
【００７４】
　ロータ４６１が回転し、ロータ４６１の貫通孔４６２がステータ４６５の第１の貫通孔
４６６ａと連通すると、水は、貫通孔４６２と第１の貫通孔４６６ａと第１のノズル流路
２１とを通って第１の吐水口４７４ａへ導かれる。ロータ４６１が回転し、ロータ４６１
の貫通孔４６２がステータ４６５の第２の貫通孔４６６ｂと連通すると、水は、貫通孔４
６２と第２の貫通孔４６６ｂと第２のノズル流路２２とを通って第２の吐水口４７４ｂへ
導かれる。
【００７５】
　ロータ４６１が回転し、ロータ４６１の貫通孔４６２がステータ４６５の第１のバイパ
ス連通ポート４６７ａと連通すると、水は、貫通孔４６２と第１のバイパス連通ポート４
６７ａとバイパス流路２４を通ってノズル洗浄室４７８へ導かれる。ロータ４６１が回転
し、ロータ４６１のバイパスポート４６３がステータ４６５の第２のバイパス連通ポート
４６７ｂと連通すると、水は、バイパスポート４６３と第２のバイパス連通ポート４６７
ｂとバイパス流路２４を通ってノズル洗浄室４７８へ導かれる。つまり、ノズル洗浄室４
７８へ導かれる水は、第１のバイパス連通ポート４６７ａおよび第２のバイパス連通ポー
ト４６７ｂのいずれかのポートを通り、バイパス流路２４へ導かれる。
【００７６】
　ロータ４６１が回転し、ロータ４６１の第１のセルフクリーニングポート４６４ａがス
テータ４６５の第１のバイパス連通ポート４６７ａと連通すると、水は、第１のセルフク
リーニングポート４６４ａと第１のバイパス連通ポート４６７ａとを通り、吐水部４７４
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が有するすべての吐水口（第１の吐水口４７４ａ、第２の吐水口４７４ｂおよび第３の吐
水口４７４ｃ）へ導かれる。ロータ４６１が回転し、ロータ４６１の第２のセルフクリー
ニングポート４６４ｂがステータ４６５の第２のバイパス連通ポート４６７ｂと連通する
と、水は、第２のセルフクリーニングポート４６４ｂと第２のバイパス連通ポート４６７
ｂとを通り、吐水部４７４が有するすべての吐水口（第１の吐水口４７４ａ、第２の吐水
口４７４ｂおよび第３の吐水口４７４ｃ）へ導かれる。
【００７７】
　図１０（ｂ）に表したように、本比較例のステータ４６５ａは、第１の貫通孔４６６ａ
と、第２の貫通孔４６６ｂと、第１のバイパス連通ポート４６７ａと、第２のバイパス連
通ポート４６７ｂと、第１のセルフクリーニング連通ポート４６８ａと、第２のセルフク
リーニング連通ポート４６８ｂと、を有する。
【００７８】
　図１０に表した比較例の流量・流路切替弁において、水が流れる順路は、図９に関して
前述した本具体例の流量・流路切替弁４６０において水が流れる順路と同様である。
【００７９】
　本比較例において、ステータ４６５ａの第１のバイパス連通ポート４６７ａを使用する
場合には、図１０（ｃ）に表したように、ロータ４６１の貫通孔４６２がステータ４６５
の第１のバイパス連通ポート４６７ａと連通する。図１０（ｃ）に表した矢印Ａ１１のよ
うに、水は、貫通孔４６２と第１のバイパス連通ポート４６７ａとを通る。一方で、図１
０（ｄ）に表したように、ステータ４６５の第２のバイパス連通ポート４６７ｂは、ロー
タ４６１により閉じられた状態となる。
【００８０】
　本比較例において、ステータ４６５ａの第２のバイパス連通ポート４６７ｂを使用する
場合には、図１０（ｆ）に表したように、ロータ４６１のバイパスポート４６３がステー
タ４６５の第２のバイパス連通ポート４６７ｂと連通する。図１０（ｆ）に表した矢印Ａ
１２のように、水は、バイパスポート４６３と第２のバイパス連通ポート４６７ｂとを通
る。続いて、図１０（ｅ）に表した矢印Ａ１３のように、水は、第１のバイパス連通ポー
ト４６７ａを通る。
【００８１】
　このとき、図１０（ｃ）に表した流路断面積Ａ２１は、図１０（ｆ）に表した流路断面
積Ａ２２と略同一である。そのため、図１０（ｃ）に表した矢印Ａ１１のように流れる水
の流量は、図１０（ｆ）に表した矢印Ａ１２のように流れる水の流量と略同一である。
【００８２】
　これに対して、本具体例のステータ４６５は、第１の棚部４６９ａと、第２の棚部４６
９ｂと、を有する。　
　第１の棚部４６９ａは、第１のバイパス連通ポート４６７ａの隣りに設けられている。
図９（ｃ）および図９（ｄ）に表したように、ステータ４６５の面４６５ｓ（ロータ４６
１との境界面）と第１の棚部４６９ａとの間の距離Ｌ１は、第１のバイパス連通ポート４
６７ａの深さ（ステータ４６５の厚さ）Ｌ２よりも短い。　
　図９（ｅ）および図９（ｆ）に表したように、第２の棚部４６９ｂは、第２のバイパス
連通ポート４６７ｂの隣りに設けられている。ステータ４６５の面４６５ｓと第２の棚部
４６９ｂとの間の距離Ｌ３は、第２のバイパス連通ポート４６７ｂの深さＬ４よりも短い
。
【００８３】
　本具体例において、図９（ｃ）に表したように、ロータ４６１の貫通孔４６２を第１の
棚部４６９ａと対向させると、図９（ｃ）に表した矢印Ａ１４のように、水は、貫通孔４
６２と第１の棚部４６９ａと第１のバイパス連通ポート４６７ａとを通る。一方で、図９
（ｄ）に表したように、ロータ４６１の貫通孔４６２を第１のバイパス連通ポート４６７
ａと対向させると、図９（ｄ）に表した矢印Ａ１５のように、水は、貫通孔４６２と第１
のバイパス連通ポート４６７ａとを通る。
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【００８４】
　このとき、図９（ｃ）に表した流路断面積Ａ２３は、図９（ｄ）に表した流路断面積Ａ
２４よりも狭い。そのため、図９（ｃ）に表した矢印Ａ１４のように流れる水の流量は、
図９（ｄ）に表した矢印Ａ１５のように流れる水の流量よりも少ない。このように、本具
体例の流量・流路切替弁４６０は、ステータ４６５とロータ４６１との間の相対角度を調
整することで、流量を調整することができる。例えば、流量・流路切替弁４６０は、ステ
ータ４６５とロータ４６１との間の関係を図９（ｃ）に表した状態とすることで、流路２
０を流れる水の流量を第２の流量（＜第１の流量）に設定することができる。例えば、流
量・流路切替弁４６０は、ステータ４６５とロータ４６１との間の関係を図９（ｄ）に表
した状態とすることで、流路２０を流れる水の流量を第１の流量（＞第２の流量）に設定
することができる。
【００８５】
　本具体例において、図９（ｅ）に表したように、ロータ４６１のバイパスポート４６３
を第２の棚部４６９ｂと対向させると、図９（ｅ）に表した矢印Ａ１６のように、水は、
バイパスポート４６３と第２の棚部４６９ｂと第２のバイパス連通ポート４６７ｂとを通
る。一方で、図９（ｆ）に表したように、ロータ４６１のバイパスポート４６３を第２の
バイパス連通ポート４６７ｂと対向させると、図９（ｆ）に表した矢印Ａ１７のように、
水は、バイパスポート４６３と第２のバイパス連通ポート４６７ｂとを通る。
【００８６】
　このとき、図９（ｅ）に表した流路断面積Ａ２５は、図９（ｆ）に表した流路断面積Ａ
２６よりも狭い。そのため、図９（ｅ）に表した矢印Ａ１６のように流れる水の流量は、
図９（ｆ）に表した矢印Ａ１７のように流れる水の流量よりも少ない。例えば、流量・流
路切替弁４６０は、ステータ４６５とロータ４６１との間の関係を図９（ｅ）に表した状
態とすることで、流路２０を流れる水の流量を第２の流量（＜第１の流量）に設定するこ
とができる。例えば、流量・流路切替弁４６０は、ステータ４６５とロータ４６１との間
の関係を図９（ｆ）に表した状態とすることで、流路２０を流れる水の流量を第１の流量
（＞第２の流量）に設定することができる。
【００８７】
　図１１は、本実施形態の流量・流路切替弁の他の具体例を例示する模式的断面図である
。　
　本具体例では、ロータ４６１のバイパスポート４６３と、ステータ４６５の第２のバイ
パス連通ポート４６７ｂと、を例に挙げて説明する。　
　図１１（ａ）～図１１（ｃ）は、図９（ｂ）に表した切断面Ｂ－Ｂにおける模式的断面
図に相当する。
【００８８】
　本具体例のステータ４６５は、第２の棚部４６９ｂと、第３の棚部４６９ｃと、を有す
る。第２の棚部４６９ｂは、第２のバイパス連通ポート４６７ｂの隣りに設けられている
。第３の棚部４６９ｃは、第２のバイパス連通ポート４６７ｂからみて第２の棚部４６９
ｂとは反対側に設けられている。図１１（ａ）に表したように、衛生洗浄装置１００が待
機状態にあるときには、バイパスポート４６３は、第２のバイパス連通ポート４６７ｂと
対向している。
【００８９】
　図１１（ａ）に表した矢印Ａ２のように、ロータ４６１が回転すると、図１１（ｂ）に
表した矢印Ａ１８のように、水は、バイパスポート４６３と第２の棚部４６９ｂと第２の
バイパス連通ポート４６７ｂとを通る。このとき、図１１（ｂ）に表した流路断面積Ａ２
８は、図１１（ａ）に表した流路断面積Ａ２７よりも狭い。そのため、図１１（ｂ）に表
した矢印Ａ１８のように流れる水の流量は、図１１（ａ）に表した状態で流れる水の流量
よりも少ない。
【００９０】
　図１１（ａ）に表した矢印Ａ３のように、ロータ４６１が回転すると、図１１（ｃ）に
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表した矢印Ａ１９のように、水は、バイパスポート４６３と第３の棚部４６９ｃと第２の
バイパス連通ポート４６７ｂとを通る。このとき、図１１（ｃ）に表した流路断面積Ａ２
９は、図１１（ａ）に表した流路断面積Ａ２７よりも狭い。そのため、図１１（ｃ）に表
した矢印Ａ１９のように流れる水の流量は、図１１（ａ）に表した状態で流れる水の流量
よりも少ない。
【００９１】
　ここで、図９（ｅ）および図９（ｆ）に関して前述した具体例では、ロータ４６１が図
９（ｅ）に表した状態から図９（ｆ）に表した状態へ回転すると、流路２０を流れる水の
流量が増加する。
【００９２】
　これに対して、本具体例では、第２のバイパス連通ポート４６７ｂの両側の隣りに、棚
部が設けられている。つまり、第２の棚部４６９ｂが第２のバイパス連通ポート４６７ｂ
の一方の隣りに設けられ、第３の棚部４６９ｃが第２のバイパス連通ポート４６７ｂの他
方の隣りに設けられている。
【００９３】
　そのため、ロータ４６１が待機状態からいずれの方向へ回転しても、流路２０を流れる
水の流量は減少する。これにより、規定の温度に昇温されていない水が使用者に噴射され
ることをより確実に抑え、使用者に不快感を与えることをより確実に抑えることができる
。
【００９４】
　図１２は、本実施形態にかかる衛生洗浄装置の他の要部構成を表すブロック図である。
　図１２は、水路系と電気系の要部構成を併せて表している。
【００９５】
　図１２に表したバイパス流路２４は、第１のバイパス部（第１のバイパス流路）２４ａ
と、第２のバイパス部（第２のバイパス流路）２４ｂと、を有する。第１のバイパス部２
４ａおよび第２のバイパス部２４ｂは、流量・流路切替弁４６０とノズル洗浄室４７８と
の間に設けられている。第１のバイパス部２４ａおよび第２のバイパス部２４ｂのそれぞ
れの一端は、流量・流路切替弁４６０に接続されている。第１のバイパス部２４ａおよび
第２のバイパス部２４ｂのそれぞれの他端は、ノズル洗浄室４７８に接続されている。第
１のバイパス部２４ａおよび第２のバイパス部２４ｂのそれぞれは、ノズル洗浄室４７８
へ水を供給する。第２のバイパス部２４ｂの内径は、第１のバイパス部２４ａの内径より
も小さい。　
　その他の要部構成は、図２に関して前述した要部構成と同様である。
【００９６】
　許容電力設定手段４０７が衛生洗浄装置１００の許容電力を第１の設定電力に設定して
いる場合には、制御部４０５は、流量・流路切替弁４６０を制御し、主流路２５と第１の
バイパス部２４ａとを連通させる。許容電力設定手段４０７が衛生洗浄装置１００の許容
電力を第２の設定電力に設定している場合には、制御部４０５は、流量・流路切替弁４６
０を制御し、主流路２５と第２のバイパス部２４ｂとを連通させる。
【００９７】
　これによれば、内径が互いに異なる２つの流路（第１のバイパス部２４ａおよび第２の
バイパス部２４ｂ）を切り替えることで、流量を調整することができる。そのため、例え
ば流量調整バルブなどにより流量を調整する場合と比較すると、流量が比較的少ない場合
でも流路２０の内部を流れる水の流速を略同じにすることができる。これにより、ノズル
洗浄効果を略同じにすることができる。
【００９８】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、流量・流路切替弁
４６０およびノズルユニット４７０などが備える各要素の形状、寸法、材質、配置などや
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どは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。　
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
含される。
【符号の説明】
【００９９】
　１０ 給水源、　２０ 流路、　２１ 第１のノズル流路、　２２ 第２のノズル流路、　
２３ 第３のノズル流路、　２４ バイパス流路、　２４ａ 第１のバイパス部、　２４ｂ 
第２のバイパス部、　１００ 衛生洗浄装置、　２００ 便座、　３００ 便蓋、　３１０ 
透過窓、　４００ ケーシング、　４０１ 電源回路、　４０２ 入室検知センサ、　４０
３ 人体検知センサ、　４０４ 着座検知センサ、　４０５ 制御部、　４０７ 許容電力設
定手段、　４０９ 凹設部、　４３１ 電磁弁、　４３３ 入水温検知センサ、　４３５ 水
温検知手段、　４４０ 熱交換器ユニット、　４５０ 電解槽ユニット、　４６０ 流量・
流路切替弁、　４６１ ロータ、　４６１ｃ 軸、　４６２ 貫通孔、　４６３ バイパスポ
ート、　４６４ａ 第１のセルフクリーニングポート、　４６４ｂ 第２のセルフクリーニ
ングポート、　４６５ ステータ、　４６５ａ ステータ、　４６５ｓ 面、　４６６ａ 第
１の貫通孔、　４６６ｂ 第２の貫通孔、　４６７ａ 第１のバイパス連通ポート、　４６
７ｂ 第２のバイパス連通ポート、　４６８ａ 第１のセルフクリーニング連通ポート、　
４６８ｂ 第２のセルフクリーニング連通ポート、　４６９ａ 第１の棚部、　４６９ｂ 
第２の棚部、　４６９ｃ 第３の棚部、　４７０ ノズルユニット、　４７３ 洗浄ノズル
、　４７４ 吐水部、　４７４ａ 第１の吐水口、　４７４ｂ 第２の吐水口、　４７４ｃ 
第３の吐水口、　４７６ ノズルモータ、　４７８ ノズル洗浄室、　５００ 操作部、　
８００ 便器、　８０１ ボウル
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